
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、本紙に掲載されている記事は、内容(期日や施設等)が変更または中止となる場合があります。
また、日程により、閉館や利用の縮小をしている施設等もあります。最新情報は各申込先・問合せ先へご確認ください。ご注意ください

資源の有効活用にご協力を
古着・水銀体温計等の回収
とフードドライブ

　ご家庭で不用になった古着や水銀式の体温計・
温度計・血圧計等を回収します。同時に、ご家庭
で余っている食料品等を回収するフードドライ
ブを実施します。
[回収日時／回収場所] ▼ 5月8日(土)／八広公園
(八広5－10－14)　 ▼5月22日(土)／緑と花の
学習園(文花2－12－17)　 ▼5月23日(日)／す
みだ清掃事務所(業平5－6－2)　＊いずれも午
前9時～午後2時 [対象]区内在住の方　＊事業者
を除く [回収品目]古着、靴、ぬいぐるみ、金属製
調理器具、食料品、水銀式の体温計・温度計・血
圧計　＊詳細は問い合わせるか、区ホームページ
を参照　＊水銀製品は5月23日のみ [持込方法]
水銀製品はケースに入れるか、新聞紙等に包み、
そのほかはそれぞれを別の袋に入れて当日直接
会場へ　＊車での来場は不可 [問合せ]すみだ清
掃事務所分室☎3613－2228

5月は推進月間です
自転車安全利用TOKYO
キャンペーン

　近年、通勤や宅配等で自転車を利用する方が増
えています。5月は自転車安全利用の推進月間
です。これを機に、交通ルールやマナーを守って
安全な運転を心掛けましょう。
■自転車安全運転利用五則
　下記の五則を守り、安全運転をしましょう。
[自転車安全運転利用五則] ▼自転車は車道が原
則、歩道は例外　 ▼車道は左側を通行　 ▼歩道は
歩行者優先で車道寄りを徐行　 ▼安全ルールを
守る　 ▼子どもはヘルメットを着用
■自転車安全利用啓発隊による啓発活動
　通行中の自転車利用者に対して、自転車の安全
利用の啓発活動を実施します。
[とき]5月12日(水)午後1時半～2時半 [ところ]
錦糸公園(錦糸4－15－1)周辺四ツ目通り側道路
■ 自転車の幼児用座席に同乗できる子どもの年
齢制限緩和

　都の規則により、自転車の幼児用座席に同乗で
きる子どもの年齢はこれまで「6歳未満」とされ
ていましたが、4月1日から「小学校就学の始期に
達するまで」と緩和されました。子どもの命を守
るため、規則を守り正しく乗りましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
[問合せ] ▼ 土木管理課交通安全担当☎5608－
6203　 ▼本所警察署☎5637－0110　 ▼向島
警察署☎3616－0110

相談時間を拡充しました
女性のためのカウンセリン
グ＆DV相談

　すみだ女性センター(押上2－12－7－111)で
実施している「女性のためのカウンセリング＆
DV相談」の相談時間を拡充しました。お気軽に
ご予約ください。
[相談時間] ▼月曜日～水曜日・金曜日、第2・4
土曜日の午前10時～午後4時　＊第2水曜日を除
く　 ▼第2木曜日午後3時～8時　＊いずれも祝

毎日、午前9時、正午、午後4時・8時か
ら地上デジタル11チャンネルで放送し
ています（各15分間）。なお、放送終了後、
区ホームページでもご覧いただけます。
［問合せ］広報広聴担当☎5608－6220

5月の番組表

区政情報番組

キャスター
大山美佳さん

知＝すみだのそこが知りたい　特＝特集　子＝子育て応援 すくすく すみだ　江＝お江戸ルほーりーの墨田区広報大使に立候補します！
注 新型コロナウイルス感染症の影響で、放送内容が一部変更となる場合があります。ご了承ください。

放映日 午前9時 正午 午後4時 午後8時
5月2日（日）～
8日（土）

知大学のあるまちづくり 千葉大学編

5月9日（日）～
15日（土）

特ものづくりを活
い
かし 

支え続けて(再放送)
知大学のあるま
ちづくり 千葉大
学編

特ものづくりを活かし 
支え続けて(再放送)

知大学のあるま
ちづくり 千葉大
学編

5月16日（日）～
22日（土）

子未来のパパさんを応援！

5月23日（日）～
29日（土）

子未来のパパさんを応
援！

特 ものづくりを
活かし 支え続け
て(再放送)

子未来のパパさんを応
援！

特 ものづくりを
活かし 支え続け
て(再放送)

5月30日（日）～
6月5日（土）

江北十間川エリア

＊ケーブルテレビへの加入・問合せは、株式会社J: COM東京すみだ・台東☎0120－999－000へ

こどもの日は家族で「しょうぶ湯」を
ふれあい入浴デー

　5月5日のこどもの日は、にこにこ入浴証をお
持ちの方と、一緒に入場する家族が、区内の公衆
浴場を半額で利用できる「ふれあい入浴デー」です。
この日は「しょうぶ湯」が楽しめます。ぜひ、ご利
用ください。
　なお、利用の際は、新型コロナウイルス感染症
対策にご協力をお願いします。
[費用(通常の入浴料金の半額)] ▼ 12歳以上＝
230円　 ▼6歳～11歳＝90円　 ▼5歳以下＝40
円 [ 問合 せ ]高齢者福祉課支援係☎5608－
6168・℻  5608－6404

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化しているため、ひとり
親世帯に対し、支給対象者1人につき5万円(第2子以降1人につき5万円
加算)の特別給付金を支給します。対象等の詳細はお問い合わせください。
申請書は区ホームページから出力できるほか、問合せ先で配布しています
(右のコードを読み取ることで区ホームページに接続可)。
[問合せ] ▼ 子育て支援課児童手当・医療助成係(区役所4階)
☎5608－6376　 ▼厚生労働省コールセンター☎0120－400－903 コード

新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親世帯の方へ新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親世帯の方へ
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

対象 申請の要・不要 申請方法
令和3年4月分の児童扶養手当を受
給している方

申請不要 ＊4月下旬に支給のお
知らせを送付済み(5
月11日に支給予定)

公的年金等を受給しているため、令
和3年4月分の児童扶養手当が全額
停止になっている方

申請が必要 申請書を直接または
郵送で5月12日～令
和4年2月28日 ( 必
着)に〒130－8640
子育て支援課児童手
当・ 医療助成係 へ　
＊詳細は問い合わせ
るか、区ホームページ
を参照　＊申請に基
づき、順次支給

公的年金等を受給しており児童扶
養手当を申請していれば、令和3年
4月分の児童扶養手当が全部または
一部停止となることが想定される方
新型コロナウイルス感染症の影響に
より、収入が児童扶養手当の支給制
限限度額未満に減った方

区役所1階の窓口の混雑緩和にご協力ください
　新型コロナウイルス感染症拡大予防の観点から、区役所1階の窓口(住民
登録・戸籍・マイナンバーカード等)で実施している混雑緩和の取組につ
いて改めてお知らせします。各手続・サービスの詳細は区ホームページを
ご覧ください(各コードを読み取ることでも接続可)。
[問合せ]窓口課庶務係☎5608－6100

日・年末年始を除く [対象]区内在住在勤在学の
女性 [費用]無料 [予約方法]事前に電話で、すみ
だ女性センター☎5608－1771へ　＊受け付け
は月曜日～金曜日の午前8時半～午後5時(祝日・
年末年始を除く)

■窓口での混雑緩和対策等

▼窓口混雑状況のお知らせ　区役所1階の窓口業務(住民異動届・
マイナンバーカードの交付、住民票の写しや戸籍の証明書等の発行、
戸籍届)の混雑状況が確認できます。

▼キャッシュレス決済　各種証明書等手数料の支払いにキャッシュ
レス決済が利用できます。

▼コードによる申請書作成　スマートフォン等を利用して必要事
項を入力・コード化し持参することにより、窓口で書類を作成す
ることなく、入力内容が記載された申請書類等を印刷できます。

コード

コード

コード

■来庁しなくてもできる手続

▼郵送請求　転出届、戸籍謄本・住民票の交付請求等は郵送で行
うことができます。

▼証明書コンビニ交付サービス(マイナンバーカードが必要)　全
国のコンビニエンスストア(一部店舗を除く)のマルチコピー機で、
マイナンバーカードを使い、住民票の写し等の証明書が取得でき
ます。

コード

コード

広告 永代供養出張サポート　１霊5万円　生前申込可　(株 )メモリアルアシスト　☎0120－05－1234

3墨田区のお知らせ
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